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  ウ）カン                             

   ※持ち込みには 10 ㎏あたり 350 円の処理手数料がかかります。できるだけ

ステーション回収をご利用ください。 

   ※分別ができていない状態で持ち込んだ場合は、ごみを下ろす際に分別をしな

がら下ろしていただきます。 

   ※スプレーカンに使用されているガスは主に可燃性のガスです。中身が入った

状態で持ち込まれた場合、爆発や火災の原因となります。必ず中身を使い切

るか中身を空にし、穴を開けてから持ち込んでください。 

    穴を開けられない場合は佐倉市、酒々井町清掃組合へご相談ください。 

   ※食品やキャットフードが入ったカンは、中身を空にして洗ってから持ち込ん

でください。中身が入っているものは持ち込みできません。 

   ※カンの中にタバコなどの異物が入っている場合は、中身を抜き取り洗ってか

ら持ち込んでください。 

   ※ペンキの缶やペンキのスプレー缶、油が入っていた缶など、洗うことができ

ないものや、洗っても汚れが落ちないものはうめたてごみとなります。 

   ※お菓子のカンなどに入っているプラスチックや紙は取り除いてお持ちくだ

さい。 

   ※缶詰のラベルなどはそのままでも問題ありません。 

   ※消火器は持ち込めません。 

   ＜持ち込めるカンの種類など＞                       

・飲料用の空カン 

・空の菓子カン 

・食料品の空きカン 

・キャットフードの空カン 

・中身を空にして穴を開けたスプレーカン 

・中身を空にして穴を開けたスプレー式消火器のカン 

・中身を空にして穴を開けた卓上コンロ用カセットボンベ 

・食料品のフタ                       など 

 

 


